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令 和 ２ 年 ５ 月 ８ 日 

 

 

都 道 府 県 

各  指 定 都 市                御中 

中 核 市 

 

 

                    厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課母子家庭等自立支援室  

厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室 

厚 生 労 働 省 老 健 局 振 興 課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課 

 

子ども食堂の運営における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ

た対応について（その２） 

 

新型コロナウイルス感染症への対応については、「新型コロナウイルス感染症

対策の基本的対処方針」（令和２年３月 28 日新型コロナウイルス感染症対策本部

決定。以下「基本的対処方針」という。）等に基づき取り組んでいただいている

ところです。 

国内の感染状況については、爆発的な感染拡大には至っていないものの、未だ

かなりの数の新規感染者数を認め、感染者の減少も十分なレベルとは言えず、当

面、現在の取組を継続する必要があることを踏まえ、令和２年５月４日に新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号）第 32 条第１項に基づく

緊急事態宣言が同年５月 31 日まで延長されたところです。また、同日、基本的対

処方針についても緊急事態宣言の延長を踏まえた改定が行われたところです。 

これまでも累次の事務連絡（令和２年３月３日付け、同年３月 13 日付け、同年

３月 24 日付け、同年４月２日付け及び同年４月８日付け）において、新型コロナ

ウイルス感染症対策として子ども食堂において留意すべき事項等をお示ししてき

たところですが、今般、下記の通り、改めて緊急事態宣言の延長及び基本的対処方

針の改訂を踏まえた留意点とともに、４月 30 日に成立した補正予算において新た

に子ども食堂が活用できるようになった施策等をお示しします。 

子ども食堂は、子どもの食事の確保はもとより、子どもたちが安心して過ごせ

る場所を提供するものであり、国としてもしっかり支援をしていきたいと考えて

います。各都道府県におかれては、下記を参考にしつつ、引き続き、子ども食堂

の運営に格別の配慮をお願いするとともに、貴管内市町村（特別区を含み、指定

都市及び中核市を除く。）に対し周知をお願いいたします。 

また、子ども食堂の運営者のほか、地域住民及び福祉関係者に周知されるよう、

関係団体への協力要請等よろしくお取り計らい願います。 

 

記 

 

ひとり親家庭施策担当部局 

生活困窮者自立支援制度主管部局 

障 害 保 健 福 祉 部 局 

介 護 保 険 担 当 主 管 部 局 



１ 緊急事態宣言の延長及び基本的対処方針の改定を踏まえた留意点 

 基本的対処方針において示された、「三つの密」を徹底的に避けるとともに、

手洗いや人と人の距離の確保などの基本的な感染対策を継続していくという、

感染拡大を予防する「新しい生活様式」については、「新型コロナウイルス感

染症対策の状況分析・提言」（令和２年５月４日新型コロナウイルス感染症対

策専門家会議）において、別添２の P9（別添）のとおり、実践例が示されたと

ころです。 

また、「緊急事態措置の維持及び緩和等に関して」（令和２年５月４日付け

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡）において、施設の

使用制限について、以下の通り示されたところです。 

  特定警戒都道府県は、これまでの対策に係る施設の種別ごとの効果やリス

クの態様、対策が長く続くことによる社会経済や住民の生活・健康等への

影響について留意しながら、地域の感染状況等も踏まえ、各都道府県にお

いて適切に判断すること。  特定警戒都道府県以外の特定都道府県は、 

○ これまでにクラスターが発生した主な施設類型や、「三つの密」が発生

しやすい施設類型については、地域の感染状況等を踏まえ、引き続き、

施設の使用制限の要請等を行うこととする一方で、 

○ これまでクラスターの発生が見られず、「三つの密」を回避できる施設

類型については、必要に応じて、感染防止対策の徹底等を行うことを施

設管理者等に対して強く働きかけることを前提として、施設の使用制限

の要請等の解除や緩和を検討すること 

 

子ども食堂を運営するにあたっては、この新しい生活様式等に沿って徹底し

た感染防止対策を講じることを前提として、地域の感染状況を踏まえつつ、衛

生主管部（局）ともご相談いただきながら、その実施方法について検討をいた

だくようお願いいたします。 

なお、実施方法を検討いただくにあたっては、これまでの累次の事務連絡に

おいて、子ども食堂が地域で多様な形態で運営がなされている実態を踏まえた

留意点として、感染拡大の防止に向けた対応のほか、 

・ 子ども食堂の活動において活用可能な政府の施策や、当該施策を活用した

柔軟な運営が可能であること 

・ 民間企業や地方公共団体、子ども食堂の運営者等との連携協力が重要であ

ること 

・ 子ども食堂とフードバンクとが協力し、子ども食堂において未利用食品を

効果的に活用し、配布することが考えられ、農林水産省が実施する新しい事

業の活用等が可能であること 

・ 地域の感染状況を踏まえつつ、感染拡大の防止に向けた対応を行うことを

大前提として、公民館などの社会教育施設等を利用して子ども食堂を運営す

ることも考えられること 

などをお示ししているところ、これに加え、下記２～４の支援策についてもご

活用いただきながらご対応いただくよう、お願いいたします。 

 



２ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の子ども食堂への活用 

 新型コロナウイルスの感染拡大の防止及び感染拡大の影響を受けている地域

経済や住民生活の支援を通じた地方創生を図るため、「新型コロナウイルス感

染症緊急経済対策」（令和２年４月 20 日閣議決定）に基づき、「新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金」（以下「交付金」という。）が創設さ

れました。 

 当該交付金については、別添の事例集にも記載のとおり、例えば、子ども食

堂が活動できない場合に、従来実施していた場所での食事の提供活動の代替と

して、町内の食堂等を組織しテイクアウトの商品を必要な子供等へ提供する際

に必要な経費に充当する場合など、子ども食堂も対象となり得るものです。積

極的にご活用いただくようご検討をお願いいたします。 

 

３ 子ども食堂への食材提供 

 １でお示しした、子ども食堂とフードバンクとの連携については、「新型コ

ロナウイルス感染症対策に伴う子ども食堂とフードバンクとの協力について」

（令和２年３月 13 日付け厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課母子家庭等自立

支援室ほか連名事務連絡）において、農林水産省が実施する、新型コロナウイ

ルス感染症対策に伴い食品関連事業者等から発生する未利用食品の利用促進に

係る取組としてお示ししたところです。 

今般、農林水産省において、新たに、 

① 上記の未利用食品の利用促進の取組のうち「学校給食の休止に伴う未利用食

品活用緊急促進事業のうちフードバンク活用の促進対策」について、令和２

年３月の全国一斉の臨時休校によるものに加えて、同年２年４月以降の休校等

により発生する未利用食品も支援対象とし、また、公募期間を延長（同年５月

15 日まで）する等の取組を行うとともに、 

② 新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け在庫の滞留等が生じている品目

（牛肉（和牛）、果物（メロン、マンゴー、いちご）、水産物（マグロ類、ホ

タテガイ、ブリ類、マダイ、フグ類、ウナギ）等）の販売促進のため、民間

団体等が普段提供している食事が上記品目に置き換えられる場合に、追加的

に必要となる食材費や輸送費等を補助する 

こととしており、②の補助対象となる民間団体等には、子ども食堂も含まれて

おります。子ども食堂向けに事業を実施する場合は、各都道府県域内の子ども

食堂をカバーするＮＰＯ法人等の広域組織が、域内の子ども食堂の希望食材等

の要望を取りまとめて、食材の調達を行っていただくことを想定しております

（当該とりまとめに要する人件費等の実費は補助対象）。ご関心がある都道府

県等におかれましては、事業の詳細等ご説明させていただきますので、末尾の

農林水産省照会先まで連絡いただくようお願いいたします。 

 

４ 子ども食堂への給食提供機能の活用 

「『Ⅱ．新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイ

ドライン』の変更について」（令和２年４月 17 日付け文部科学事務次官通達）

による改訂後の「Ⅱ．新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に

関するガイドライン」においても、子どもの居場所確保にあたり、児童生徒等

に対して学校給食の調理場や調理員を活用して昼食を提供することも工夫の一



つと考えられることから、地域の実情やニーズに応じて対応を判断いただきた

いとされており、当該取組は子ども食堂とも連携可能と考えられます。積極的

にご活用いただくようご検討をお願いいたします。 

 

（別添１） 

・「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和２年５月４日新型

コロナウイルス感染症対策本部決定） 

＜首相官邸ホームページ＞ 

 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_h

_0504.pdf 

 

（別添２） 

・「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」（令和２年５月４日新型

コロナウイルス感染症対策専門家会議） 

 ※「感染拡大を予防する新しい生活様式について」（P8）、別添「『新しい生

活様式』の実践例」（P9）等を参照 

＜厚生労働省ホームページ＞ 

 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000627553.pdf 

 

（別添３） 

・「緊急事態措置の維持及び緩和等に関して」（令和２年５月４日付け内閣官房

新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡） 

＜内閣官房ホームページ＞ 

https://corona.go.jp/news/pdf/kinkyujitai_iji_kanwa_0504.pdf 

 

（別添４） 

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金について 

＜内閣府ホームページ＞ 

（概要）https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/rinjikoufukin/pdf/2020

0501_setsumeikai.pdf 

（要綱）https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/rinjikoufukin/pdf/2020

0501_seidoyoukou.pdf 

（事例集：P22 参照）https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/rinjikoufu

kin/pdf/jireisyu_ver1-1.pdf 

 

（別添５） 

・フードバンク活用の促進対策等について 

＜農林水産省ホームページ＞ 

（プレスリリース）https://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/kankyoi/200

430.html 

（概要）https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/attach/p

df/foodbank-30.pdf 

 



（別添６） 

・国産農林水産物等販売促進緊急対策事業、食育等推進事業について 

 ＜農林水産省ホームページ＞ 

 https://www.maff.go.jp/j/g_biki/hojyo/02/02/pdf/201_0201.pdf 

 

（別添７） 

・「『Ⅱ．新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイド

ライン』の変更について」（令和２年４月 17 日付け文部科学事務次官通達） 

＜文部科学省ホームページ＞ 

https://www.mext.go.jp/content/20200417-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf 

 

※過去の事務連絡については以下の一覧をご参照ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09853.html 

 

【照会先】 

（記１子どもの生活・学習支援事業） 

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 

母子家庭等自立支援室 生活支援係 

電話：03-5253-1111(内線 4887) 

（記１子どもの学習・生活支援事業） 

厚生労働省社会・援護局地域福祉課 

生活困窮者自立支援室 居住支援係 

電話：03-5253-1111(内線 2879) 

（記１地域活動支援センター事業） 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

自立支援振興室 地域生活支援係 

電話：03-5253-1111(内線 3075) 

（記１介護予防・日常生活支援総合事業） 

厚生労働省老健局振興課 地域包括ケア推進係 

電話：03-5253-1111(内線 3986) 

（記１介護予防・日常生活支援総合事業（一般介護予防事業）） 

  厚生労働省老健局老人保健課 介護予防係   

  電話：03-5253-1111（内線 3947） 

（記３②国産農林水産物等販売促進緊急対策事業） 

  農林水産省大臣官房政策課 国産販売促進チーム 

  電話：03-3502-8111（内線 3089） 

 

※記２交付金については別添４の概要 P20 のお問合せ先、記３

①フードバンク活用の促進対策等については別添５のプレス

リリースのお問合せ先、記４給食提供については別添７の事

務連絡の学校給食に係るお問合せ先を参照 


